
 訪問看護サービスの重要事項説明書 

                              訪問看護ステーションみなみ

訪問看護サービスについて、契約をする前に知っておいていただきたい内容を説明します。

わからないこと、わかりにくいことがあれば遠慮なくお聞きください。 

 

 

1.事業者概要 

事業者名称 南医療生活協同組合 

所在地 名古屋市緑区南大高二丁目２０４番地 

代表者名 代表理事 室生 厚 

電話番号・ＦＡＸ番号 電話  ０５２－６２５－０６２０  

ＦＡＸ ０５２－６２５－０６２１ 

 

２.事業所概要 

事業所名 南医療生活協同組合 訪問看護ステーションみなみ 

所在地 名古屋市南区三吉町六丁目 25 番地 

電話番号・ＦＡＸ番号 ０５２－６１２-９１８１ ＦＡＸ ０５２-６１２-９１８４ 

２４時間連絡電話番号 ０９０－２３４１-６７０３（携帯電話） 

介護保険指定番号 ２３６１２９００４８  介護サービス 訪問看護 

通常の事業の実施地域 名古屋市南区、緑区、瑞穂区、港区、東海市 

 

３．事業の目的と運営方針 

事業の目的 

介護保険・医療保険の利用者を対象に、ご利用者様の状況に応じた訪問看護サービスを提

供することにより、心身機能の維持または向上を図り、可能な限りその居宅において自立

した日常生活を営むことができるよう支援することを目的とします。 

 

運営の方針 

①サービスの提供にあたっては、あなたの要介護状態の軽減もしくは悪化の防止、要介護

状態となることへの予防になるよう、訪問看護計画書に基づき適切にサービスを提供しま

す。 

②サービスの提供にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療

福祉機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。 

 

４．事業所の職員体制（2024 年 7 月現在） 

職種 常勤 非常勤 常勤（他兼務） 

看護師 9 名 3 名 1 名 

理学療法士 2 名 0 名 0 名 

作業療法士 2 名 0 名 0 名 

言語聴覚士 0 名 0 名 1 名 

 



５．営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

土曜日     午前９時～午後１時 

休業日 日曜日・国民の祝日 

年末年始（１２月３０日午後～１月３日） 

 

６．訪問看護サービスのご利用日 

介護保険でご利用の方は、担当ケアマネジャーの居宅介護サービス計画書（ケアプラン） 

によります。 

医療保険でご利用の方は、契約時の取り決めに従います。 

体調やご家族の都合などで変更ができます。 

 

７．提供するサービスの内容 

 看護  

 ・症状の観察  ・清拭・入浴介助等  ・栄養・排泄等の管理 

 ・カテーテル等医療処置、管理  ・ターミナルケア ・認知症の看護   

 ・ご家族等への介護支援、相談 

 リハビリ  

 ・歩行練習  ・入浴・トイレ動作訓練 ・筋力増強訓練  ・自宅の環境調整   

 ・家族への介護指導・社会参加に挑戦・嚥下訓練、食事評価 ・失語症訓練、構音訓練 

 

８．利用料金 

介護保険からの給付サービスを利用する場合は、原則として基本料金のうち「介護保険負

担割合証」に示された割合となります。ただし、介護保険の給付の範囲を超えたサービス

利用は全額自己負担となります。 

＊料金設定の基本となる時間は、実際のサービス提供時間ではなく、居宅サービス計画（ケ

アプラン）に定められた時間となります。 

 

＊介護予防訪問看護の場合（要支援１および２の方）＊ 

訪問看護費 

２０分未満 ２０分以上 

  ３０分未満 

３０分以上 

  ６０分未満 

６０分以上 

  ９０分未満 

３０３単位 

（約３、３４８円） 

４５１単位 

（約４、９８３円） 

７９４単位 

（約８、７７４円） 

１０９０単位 

（約１２、０４５円） 

リハビリ職員に

よる訪問看護費 

 

２０分 ４０分   

 
２８４単位 

（約３、１３８円） 

５６８単位 

（約６、２７６円） 

 

緊急時訪問看護加算Ⅰ １月につき 600 単位（６、６３０円） 

特別管理加算 １月につき Ⅰ ５００単位（５、５２５円） 

      Ⅱ ２５０単位（２、７６２円） 

訪問看護サービス提供体制強化加算Ⅰ １回の訪問につき６単位（６６円） 



＊訪問看護の場合（要介護１～５の方）＊ 

訪問看護費 

２０分未満 ２０分以上 

  ３０分未満 

３０分以上 

  ６０分未満 

６０分以上 

  ９０分未満 

３１４単位 

（約３、４７０円） 

４７1単位 

（約５、２０５円） 

８２３単位 

（約９、０９４円） 

１１２８単位 

（約１２、４６４円） 

リハビリ職員に

よる訪問看護費 

 

２０分 ４０分 ６０分  

 
２９４単位 

（約３、２４９円） 

５８８単位 

（約６、４９８円） 

７９４単位 

（約８、７７４円） 

緊急時訪問看護加算Ⅰ １月につき 600 単位（６，６３０円） 

特別管理加算 １月につき Ⅰ ５００単位（５、５２５円） 

      Ⅱ ２５０単位（２、７６２円） 

訪問看護サービス提供体制強化加算Ⅰ １回の訪問につき６単位（６６円） 

★（ ）内は１０割負担（全額自己負担）の場合の金額です。 

★訪問看護ステーションからのリハビリは、１日２回（４０分）以上行います。１日３回（６０分）行う場合は１回あた

りの単位数が減ります。１週間あたり、要介護の方は６回まで、要支援の方は 4回まで利用できます。 

加算等について 

＊緊急時訪問看護加算は、２４時間連絡体制にあって計画的に訪問することとなっていな 

 い緊急時訪問を必要に応じて行う体制をとっている場合にいただきます。 

＊特別管理加算は、各種カテーテル・チューブ類を留置している状態や、在宅酸素などの 

 医療機器を使用しており、特別な管理を必要とし、計画的な管理を行った場合にいただ 

 きます。 

＊訪問看護サービス提供体制強化加算Ⅰは、すべての看護師に対し計画的に研修を行って 

 いる、定期的に健康診断を行っている、勤続年数７年以上の者の占める割合が 30％以上 

 である、など厚労省の定める基準を満たしている事業所が算定できる加算です。全員の 

 方に適応されます。 

＊あらかじめ深夜・早朝・夜間に契約されている場合は、基本料金に対して、早朝（午前 

 ６時～午前８時）・夜間（午後６時～午後１０時）帯は２５％増し、深夜（午後１０時～ 

 午前６時）は５０％増しになります。 

＊１ヶ月で２回目以降の早朝・夜間・深夜帯の緊急時訪問を行った場合は、２回目から割 

 増料金になります。 

＊退院時共同指導加算は、医療機関の退院にあたり医療機関と連携し在宅療養に必要な指 

 導を行った場合に６００単位（６，６３０円）をいただきます。 

＊初回加算Ⅰは、新規に訪問看護計画書を作成し訪問看護を提供し、退院・退所日に訪問

した場合３５０単位（３，８６６円） 

 初回加算Ⅱは退院した翌日以降訪問した場合 ３００単位（３、３１５円）をいただき

ます。 

＊複数名訪問看護加算は、１人で看護を行うのが困難な場合、看護師等が２人以上で看護 

 を行った場合にいただきます。３０分以内は２５４単位（２、８０６円）、３０分以上は 

 ４０２単位（４、４４２円）です。 

＊長時間訪問看護加算は、特別管理加算をいただいている方に対し、１時間３０分以上の 

 訪問看護を行った場合に３００単位（３，３１５円）をいただきます。 

＊ターミナルケア加算は、死亡前１４日以内に主治医の指示により２日以上の訪問看護を 



 実施した場合に２５００単位（２７、６２５円）をいただきます。（ご家族と相談いたし 

 ます） 

＊交通費は、サービスの提供地域にお住まいの方は無料です。 

＊理学療法士等が訪問看護を提供している利用者については、定期的な看護職員による訪 

 問により、利用者の状態の評価を行い、実施した看護（リハビリテーション）の情報を 

 看護職員と理学療法士等が共有し、看護業務の一環としてのリハビリテーション業務を 

 行う規定があります。 

＊利用者の都合でサービスの利用をキャンセルされる場合、キャンセルの連絡をいただい 

 た時間に応じてキャンセル料を請求させていただく場合があります。  

 

キャンセル料 

①ご利用日前日 17 時（午後 5 時）までに 

ご連絡いただいた場合 

無料 

②利用者の容態の急変・入院等、緊急のやむ

を得ない事情がある場合のキャンセル 

料金の請求はありません 

③ ①②以外の場合キャンセル料が発生 

します 

サービス提供時間「30 分未満」の契約の方 

      ：3000 円 

サービス提供時間「30 分以上」の契約の方 

      ：5000 円 

 

９．料金の支払い方法 

毎月始に前月分の利用料金明細書を作成し、請求いたします。預金口座振り替え手続き 

が済まれた方は、指定口座より２７日（金融機関が休業の場合は翌営業日）に引き落とし 

されます。 

引き落としを確認させていただきましたら、領収書をお渡しいたします。 

現金でのお支払いをご希望の方や引き落としができなかった方については、訪問に伺う 

職員が集金させていただきますが、できるだけ銀行口座から引き落としでのお支払いにご 

協力をお願いします。 

 

１０．緊急時の対応方法 

サービス提供中に利用者に病状の急変が生じた等の場合には、必要に応じて臨時応急の手

当てを行うとともに、速やかに利用者の主治医への連絡を行い、指示に従います。また、

緊急連絡先に連絡いたします。 

 

１１．サービス内容に関する苦情 

訪問看護サービスに関するご相談や苦情は、事業所の相談窓口に遠慮なくご相談ください。 

①訪問看護ステーションみなみ  担当 朝倉 清美   

                 電話 ０５２－６１２－９１８１ 

 窓口での受付時間は   月曜日～金曜日 午前９時～午後５時 

             土曜日     午前９時～午後１時   です。 

（ただし、土曜日午後１時以降、日曜日・国民の祝日および年末年始は除きます） 

 



 

 

当事業所以外に、市町村の相談・苦情窓口や国民健康保険団体連合会に苦情を伝えること

ができます。 

    ②愛知県国民健康保険団体連合会  電話 ０５２－９７１－４１６５ 

③名古屋市健康福祉局介護保険課  電話 ０５２－９５９－３０８７ 

④知多北部広域連合        電話 ０５２－６８９－２２６３  

 

１２.提供するサービスの第三者評価実施状況について 

  実施の有無        有 

  実施した直近の年月日   2024 年 10 月 30 日 

  実施した評価機関の名称  日本医療福祉生活協同組合 

  評価結果の開示状況    事業所にて閲覧いただけます 

 

１３.虐待防止について 

事業所は、ご利用者様の人権の擁護・虐待の防止等の為、指針を整備し責任者を設置する

等必要な整備を行うとともに、その従業者に対し、虐待防止を啓発・普及するための研修

を実施する等の措置を講じます。 

①事業者は、ご利用者が成年後見制度を利用できるように支援を行います。 

②当該事業所従事者または擁護者（現に擁護している家族・親族・同居人等）による虐待

を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを行政に報告します。 

③虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に

周知徹底を図ります。 

④事業所は次の通り虐待防止責任者を定めます。 

役職：所長  氏名：朝倉 清美 

 

１４、身体拘束の禁止 

事業所はサービスの提供にあたって、利用者又はたの利用者の生命または身体を保護する

ため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為（以下「身

体拘束等」という。）を行わない。 

①事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者

の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。 

②事業所は身体拘束の適正を図るため、次に揚げる措置を講ずる。 

・身体拘束適正化のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこと   

 ができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹 

 底を図る。 

・身体拘束の適正化のための指針を整備する。 

・従業者にたいし、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。 

 

１５.事故発生時の対処方法について 

利用者に対する訪問看護の提供により事故が発生した場合は、知多北部広域連合、東海市

高齢者介護支援課、利用者のご家族、利用者に係る居宅介護支援事業者等に連絡するとと



もに、必要な措置を講じます。 

また利用者に対する訪問看護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を

速やかに行います。 

損害保険会社名：生協福祉事業に関する総合補償制度 

        東京海上日動火災保険株式会社 

 

１６.ハラスメントについて 

事業者は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けられるよう労働環境が築け

るようにハラスメント防止に取り組みます。 

①事業所内において行われる優越的は関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当の範

囲を超える下記の行為は組織として許容しません。 

（１） 身体的な力を使って危害を及ぼす（及ぼされそうになった）行為 

（２） 個人の尊厳や人格を言葉使いや態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為 

（３） 意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為 

上記は、当該法人職員、取引先事業者の方、ご利用者及びご家族等が対象になります。 

②ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即座に対応し、再発防止会議

等により、同時が発生しない為の再発防止策を検討します。 

 

１７.感染症対策について 

事業所において感染症が発生し、またはまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。 

①従業者のせいけつの保持及び健康状態について、必要な管理を行います。 

②事業所の設備や備品等について衛生的な管理に努めます。 

③事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむね

（６か月に１回）開催するとともに、その結果について従業員に通知します。 

④事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備していきます。 

⑤従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に行います。 

 

１８.業務改善に向けた取り組みについて 

①感染症や非常災害の発生時において、利用者の対する訪問看護の提供を継続的に実施す

るため、および非常時の体制で早期の業務再開を図るためのＢＣＰを策定し、当該業務継

続計画に従って必要な措置を講じます。 

②従業者に対して、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

③定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。 

 

１９.秘密の保持 

訪問看護サービスを提供する上で知り得た利用者およびその家族に関する情報は、了解な

しに他人に漏らすことはありません。 

なお、訪問看護サービスが適切かつ円滑に提供されるよう、居宅介護支援事業者や他のサ

ービス事業者に利用者や家族の情報を提供する場合には、事前にご了解をいただきます。 

 

２０.その他の留意事項 



サービス提供としてできること、できないことがあることをご承知おきください。 

暴言・暴力・ハラスメントは固くお断りします。 

 

訪問看護の提供開始にあたり、利用者に対して本書面に基づいて重要事項の説明をしまし

た。 

 

 令和    年   月   日 

         

       事業者  南医療生活協同組合 訪問看護ステーションみなみ 

  

       所在地  名古屋市南区三吉町六丁目 25 番地の 1 

 

       説明者  氏名  朝倉 清美    印 

 

 

 

 

 私は、本書面により、事業者から訪問看護について重要事項の説明を受け同意しました。 

＜利用者＞ 

 

   住所                                            

  

 

   氏名                                         印 

 

＜代筆者＞上記署名を代行しました。 

 

   住所                                            

  

 

   氏名                                         印 

    （本人との続き柄        ） 

 

＜代理人（家族代表または法定代理人）＞ 

 

   住所                                                

 

 

   氏名                                                 印 

      

    （本人との続柄         ） 

 


